
２第１９号議案

   愛知県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の

   制定について

このことについて、愛知県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規

則を制定したいので、別添案を添えて請議します。

令和２年７月８日提出

教育長 長 谷 川 洋

説 明

この案を提出するのは、愛知県立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教

育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を定める必要があるからである。
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愛知県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の概要 

１ 概要 

  愛知県立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の

確保を図るための措置について、必要な事項を定める。 

２ 理由 

  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正（令

和元年 12 月 11 日公布、令和２年４月１日施行）に伴い、同法第７条第１項に基づ

き、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教

育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」

（令和２年文部科学省告示第１号）が定められた。 

同指針第５(4)の趣旨に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置条例の一部改正（令和２年７月７日公布、令和３年４月１日施行）により、教

育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講

ずべき措置については、教育職員の服務を監督する教育委員会が定めるところによ

り行う旨を定めることとした。 

また、同指針第４(1)においては、「本指針を参考にしながら、その所管に属する学

校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針を教育委員会規則等において定め

ること」と定められた。 

以上により、愛知県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針その他

業務量の適切な管理等を図るための措置について、教育委員会規則で定める必要が

あるため。 

３ 内容 

  愛知県立学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限を

定める。 

４ 施行日 

  令和３年４月１日 
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